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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】カードが収納可能な携帯電話のスライドケース
に摺動係止体を適用して、半自動的に摺動してカード収
納空間を開閉するようにする携帯電話の半自動スライド
ケースを提供する。
【解決手段】カードが収納可能な携帯電話のスライドケ
ースにおいて、携帯電話の背面に係合して前記携帯電話
の保護のために緩衝型素材からなる本体１００と、枠状
を呈し、本体１００に着脱される枠ケース２００と、枠
ケース２００の摺動係合溝２１１に係合して開閉する構
造であり、半自動的に摺動するスライドカバー３００と
、を備えてなることを特徴とする。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
カードが収納可能な携帯電話のスライドケースにおいて、
携帯電話の背面に係合して前記携帯電話の保護のために緩衝型素材からなる本体と、
枠状を呈し、前記本体に着脱される枠ケースと、
前記枠ケースの摺動係合溝に係合して開閉する構造であり、半自動的に摺動するスライド
カバーと、
を備えてなることを特徴とする携帯電話のスライドケース。
【請求項２】
前記本体及び枠ケースは、互いに分離されない一体形に形成されることを特徴とする請求
項１に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項３】
前記本体は、
携帯電話収納部と、
前記携帯電話収納部の反対面に配備されるカード収納部と、
を備えてなり、
前記カード収納部の上下部には、摺動係止体が係合する第１の係合突起が形成されること
を特徴とする請求項１に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項４】
前記枠ケースは、
前記本体のカード収納部に対応し、前記スライドカバーが取り付けられるスライドカバー
収容部を備えてなることを特徴とする請求項１に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項５】
前記スライドカバーは、
前記摺動係止体が係合する摺動係止体の第２の係合突起を備えてなり、
前記摺動係止体を介して前記本体と連結されて半自動的に開閉されることを特徴とする請
求項３に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項６】
前記摺動係止体は、その一方の端が前記第１の係合突起に、他方の端が第２の係合突起に
連結される弾性体であることを特徴とする請求項５に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項７】
前記摺動係止体は、第１の係合ピン及び第２の係合ピンを備えてなり、
前記第１の係合ピンは、
第１のバネと、
前記摺動係止体の第１の係合突起に係合する第１の係合溝と、
を備えてなり、
前記第２の係合ピンは、
第２のバネと、
前記摺動係止体の第２の係合突起に係合する第２の係合溝と、
を備えてなることを特徴とする請求項５に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項８】
前記第１の係合溝及び第２の係合溝は、互いに反対側の面に形成されることを特徴とする
請求項７に記載の携帯電話のスライドケース。
【請求項９】
前記第１のバネ及び第２のバネは、
前記摺動係止体に一字状に係合しており、１つ以上のバネが連設されることを特徴とする
請求項７に記載の携帯電話のスライドケース。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本考案は、カードが収納可能な携帯電話のスライドケースに摺動係止体を適用して、半
自動的に摺動してカード収納空間を開閉可能にする携帯電話の半自動スライドケースに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　かつて、携帯電話は、電話及び文字の送受信などを用いて他人とコミュニケーションを
行うために用いられていたが、携帯電話に関わる技術の革新的な発達とあいまって、様々
な領域において活用されている。これに伴い、携帯電話は、現代人の必須品として我々の
生活に深く入り込んで、ユーザはいつでもどこでも常に携帯電話を所持している。このよ
うな点を用いて、日常生活に用いられる物品を携帯電話に取り入れて利便性及び携帯性を
増大させるための努力が種々試みられている。
【０００３】
　このような試みの一つとして、カードケース及び携帯電話ケースを組み合わせて携帯電
話ケースの機能及びカード収納機能を併せ持たせた技術がある。
【０００４】
　従来、携帯電話ケースをダイアリ形式に製作して携帯電話の保護機能及びカード収納機
能を併せ持たせたダイアリ型カードケース（従来の技術１）、携帯電話ケースの前面にカ
ード収納部を備え、カバーを着脱自在に形成してカードを保管可能にする携帯電話ケース
（従来の技術２）などが提案されている。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、電話に出たり文字などを送ったりするために携帯電話を用いるときに使
い勝手が悪いという問題（従来の技術１）や、カードを用いる場合に携帯電話のスライド
カバーを取り外さなければならないという問題（従来の技術２）などが存在する。したが
って、本考案は、携帯電話ケースを取り付けたときに携帯電話の機能を使用するに当たっ
ての不便さを低減させ、カードの使用に当たって携帯電話ケースのスライドカバーを取り
外さなければならないという煩雑さを解消するために摺動係止体を適用して半自動的に摺
動して開閉可能な携帯電話ケースを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するためになされた本考案によるカードが収納可能な携帯電話のスラ
イドケースは、携帯電話の背面に係合して前記携帯電話の保護のために緩衝型素材からな
る本体と、枠状を呈し、前記本体に着脱される枠ケースと、前記枠ケースの摺動係合溝に
係合して開閉する構造であり、半自動的に摺動するスライドカバーと、を備えてなること
を特徴とする。
【０００７】
　好ましくは、前記本体及び枠ケースは、互いに分離されない一体形に形成される。
【０００８】
　また、好ましくは、前記本体は、前記携帯電話収納部と、前記携帯電話収納部の反対面
に配備されるカード収納部と、を備えてなり、前記カード収納部の上下部には、摺動係止
体が係合する第１の係合突起が形成される。
【０００９】
　更に、好ましくは、前記枠ケースは、前記本体のカード収納部に対応し、前記スライド
カバーが取り付けられるスライドカバー収容部を備えてなる。
【００１０】
　更にまた、好ましくは、前記スライドカバーは、前記摺動係止体が係合する摺動係止体
の第２の係合突起を備えてなり、前記摺動係止体を介して前記本体と連結されて半自動的
に開閉される。
【００１１】
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　更にまた、好ましくは、前記摺動係止体は、その一方の端が前記第１の係合突起に、他
方の端が第２の係合突起に連結される弾性体である。
【００１２】
　更にまた、好ましくは、前記摺動係止体は、第１の係合ピン及び第２の係合ピンを備え
てなり、前記第１の係合ピンは、第１のバネと、前記摺動係止体の第１の係合突起に係合
する第１の係合溝と、を備えてなり、前記第２の係合ピンは、第２のバネと、前記摺動係
止体の第２の係合突起に係合する第２の係合溝と、を備えてなる。
【００１３】
　更にまた、好ましくは、前記第１の係合溝及び第２の係合溝は、互いに反対側の面に形
成される。
【００１４】
　更にまた、好ましくは、前記第１のバネ及び第２のバネは、前記摺動係止体に一字状に
係合しており、１つ以上のバネが連設される。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案は、携帯電話ケースのスライドカバーに半自動摺動係止体を適用して、前記スラ
イドカバーが半自動的に摺動してカード収納空間を開閉可能にすることにより、カードの
使用に当たってカード収納部の開閉スライドカバーを取り外さなければならないという煩
雑さを解消することができて、より便利にカードが収納可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの全体の構成
を示す図である。
【図２】本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの係合状態を
示す図である。
【図３】本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの各構造及び
動作を示す図である。
【図４】本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの各構造及び
動作を示す図である。
【図５】本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの各構造及び
動作を示す図である。
【図６】スライドカバーが半自動的に摺動して開閉する過程を示す図である。
【図７】本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの使い方を示
す図である。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面に基づき、本考案が属する技術分野において通常の知識を有する者が容
易に実施できるように本考案の実施形態について詳細に説明する。しかしながら、本考案
は種々の異なる形態に具体化可能であり、ここで説明する実施形態に何等限定されない。
なお、図中、本考案を明確に説明するために説明とは無関係な部分についての説明は省略
し、明細書の全体に亘って類似の部分に対しては類似の図面符号を付する。
【００１８】
　明細書の全体に亘って、ある部分が他の部分と「連結」されているとしたとき、これは
「直結」されている場合だけではなく、これらの間に他の素子を間に挟んで「電気的に接
続」されている場合も含む。なお、ある部分がある構成要素を「備える」としたとき、こ
れは、特に断りのない限り、他の構成要素を除外するものではなく、他の構成要素を更に
備えることを意味する。本明細書の全体に亘って用いられる程度の用語「～（する）ステ
ップ」又は「～のステップ」は、「～のためのステップ」を意味しない。
【００１９】
　以下、添付図面に基づき、本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライド
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ケースについて詳細に説明する。
【００２０】
　図１及び図２は、本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの
全体構成及び係合状態を示す図である。
【００２１】
　同図を参照すると、本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケース
は、大きく、本体１００、枠ケース２００及びスライドカバー３００を備える。
【００２２】
　前記本体１００は緩衝型素材からなり、携帯電話収納部１１０に前記携帯電話が着脱自
在に係合して前記携帯電話の保護が行われる。
【００２３】
　前記枠ケース２００は枠状を呈し、前記本体１００に着脱されるようになっている。
【００２４】
　また、前記本体１００及び枠ケース２００は、互いに分離されない一体形に形成されて
もよい。
【００２５】
　図３から図５は、本考案によるカードが収納可能な携帯電話の半自動スライドケースの
構造及び動作を示す図である。
【００２６】
　前記本体１００は、携帯電話に着脱される構造であり、前面には携帯電話の背面と係合
する携帯電話収納部１１０が形成され、背面にはカードの収納及び保管のためのカード収
納部１２０が配設される。前記本体１００は、携帯電話の保護のための緩衝型素材からな
る。
【００２７】
　前記枠ケース２００は枠状を呈し、前記本体１００の背面と着脱自在に係合する構造で
あるが、前記本体１００の背面から取り外されない一体形であってもよい。前記枠ケース
２００のスライドカバー収容部２１０は、本体１００のカード収納部１２０に対応し、上
下部には摺動係合溝２１１が形成されてスライドカバー３００が摺動自在に係合する。
【００２８】
　また、前記本体１００のカード収納部１２０の上下部には第１の係合突起２１２が形成
されて、摺動係止体第１の係合ピン４１０に形成された第１の係合溝４１２と係合する。
【００２９】
　前記スライドカバー３００の上下部には、摺動係合溝２１１に係合するスライドガイド
３１０が配設される。前記スライドガイド３１０は、摺動係合に際して安定的に動作する
ために、前記枠ケース２００とは異なる材質により形成されてもよい。前記材質は、金属
材質であってもよい。
【００３０】
　また、図４に示すように、前記スライドカバー３００の内側の上下部には、互いに対応
するように摺動係止体第２の係合突起３２０が２つ形成されているため、前記第２の係合
ピン４２０に形成された第２の係合溝４２２と係合可能である。
【００３１】
　前記摺動係止体４００は、第１の係合ピン４１０及び第２の係合ピン４２０が連結され
てなる。前記第１の係合ピン４１０は、第１のバネ４１１及び第１の係合突起溝４１２に
より構成される。前記第１のバネ４１１は、前記第１の係合ピン４１０の中央に一体形に
係合している。前記第１の係合溝４１２は、前記枠ケース２００に形成された第１の係合
突起２１２に係合して摺動可能である。
【００３２】
　前記第２の係合ピン４２０は、第２のバネ４２１及び第２の係合溝４２２により構成さ
れる。前記第１の係合ピン４１０と同様に、前記第２のバネ４２１は、前記第２の係合ピ
ン４２０の中央に一体形に係合しており、前記第２の係合溝４２２は、前記スライドカバ
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ー３００に形成された第２の係合突起３２０と係合して摺動可能である。
【００３３】
　前記第１の係合溝４１２及び第２の係合溝４２２は、互いに反対側の面に形成される。
【００３４】
　また、前記摺動係止体４００の実施形態によれば、前記摺動係止体４００としては、バ
ネに加えて、ゴムなど他の弾性体が使用可能である。
【００３５】
　このような前記摺動係止体４００は、前記摺動係止体の第１の係合突起２１２と第１の
係合ピン４１０に形成された第１の係合溝４１２とが係合し、前記摺動係止体の第２の係
合突起３２０と第２の係合ピン４２０に形成された第２の係合溝４１２とが係合して前記
スライドカバー３００がカード収納部１２０を半自動的に摺動して開閉するようにしても
よい。
【００３６】
　図６は、前記スライドカバー３００が半自動的に摺動して開閉される過程を示す図であ
る。
【００３７】
　図６を参照すると、（ａ）は、前記スライドカバー３００がカード収納部１２０を完全
に覆ったとき、前記第２の係合ピン４２０に形成された第２の係合溝４２２と摺動係止体
第２の係合突起３２０とが係合したときの状態である。
【００３８】
　前記（ａ）において、第１の係合ピン４１０及び第２の係合ピン４２０が僅かに左側に
傾いた状態になって、前記第１のバネ４１１及び第２のバネ４２１は、バネの弾性に僅か
な伸びが生じた状態である。
【００３９】
　（ｂ）は、ユーザが前記スライドカバーを僅かに押したときの状態である。
【００４０】
　ユーザが前記スライドカバーを僅かに押した場合には、前記スライドカバー３００が僅
かに押されながら摺動係止体第２の係合突起溝３２０に係合した第２の係合ピン４２０の
第２のバネ４２１が収縮されるとともに、第１のバネ４１１も収縮される。このため、前
記第１の係合ピン４１０及び第２の係合ピン４２０は、一直線と略同じ勾配となる。
【００４１】
　（ｃ）は、前記スライドカバー３００にある程度の押し力が加えられたとき、（ａ）段
階において収縮されていた第１のバネ４１１及び第２のバネ４２１が弛緩して半自動の力
が生じる段階である。
【００４２】
　前記第１のバネ４１１及び第２のバネ４２１がある程度の収縮状態になったとき、僅か
な押し力を加えると、収縮されていたバネが同時に伸びながら半自動の力を生じさせる。
このため、（ｃ）に示すように、前記第１の係合ピン４１０及び第２の係合ピン４２０は
右側に傾いた状態であり、前記第１のバネ４１１及び第２のバネ４２１が伸びた状態であ
る。
【００４３】
　前記第１の係合ピン４１０及び第２の係合ピン４２０を互い違いに連結することにより
、前記第１のバネ４１１及び第２のバネ４２１が収縮してから伸びる場合、より大きな半
自動の力を生じさせることができる。
【００４４】
　図７は、本考案による携帯電話ケースにカードが収納される状態を示す図である。
【００４５】
　前記本考案の全体の構成要素が係合した状態で前記スライドカバー３００を開閉する場
合、本体１００に配設されたカード収納部１２０が確認可能である。
【００４６】
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　したがって、前記カード収納部１２０にはユーザが希望するカードを収納して保管する
ことができ、前記本体１００及びスライドカバー３００がバネを用いた係合ピンにより連
結されることにより、前記スライドカバー３００が半自動的にカード収納部１２０を摺動
して開閉することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１００：本体
２００：枠ケース
３００：スライドカバー
４００：摺動係止体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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